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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサを備えるコンピュータに処理を行わせるプログラムであって、前記プロセッ
サに、
　複数のユーザの位置情報と時間情報を取得するユーザ情報取得ステップと、
　前記ユーザの位置情報を用いて、ユーザが訪問したスポットを判定するステップと、
　前記判定するステップで訪問したと判定されたスポットの種類を検出するステップと、
　前記検出するスポットで検出されたスポットの種類の共通性に基づいてユーザの分類で
ある第１クラスタを生成する第１クラスタ生成ステップと、
　前記第１クラスタ毎に、前記訪問したスポットの共通性に基づいてユーザの分類である
第２クラスタを生成する第２クラスタ生成ステップと、を実行させるプログラム。
【請求項２】
　前記第１クラスタ生成ステップは、前記訪問したスポットの種類の共通性に加え、前記
訪問したスポットの種類の総滞在時間、訪問回数、平均滞在時間、訪問時刻、訪問日時、
訪問したスポット数のうちいずれか一以上に基づいてクラスタを生成する請求項１に記載
のプログラム。
【請求項３】
　前記第１クラスタ生成ステップは、スポットの種類の割合、滞在時間の長短、訪問回数
の多寡及び／又は訪問時刻の偏りのいずれか一以上に応じてレアリティを付与し、訪問し
たスポットの種類の共通性に基づいてクラスタを生成する際に、前記レアリティを加味し
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てクラスタを生成する請求項１又は請求項２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記第２クラスタ生成ステップは、前記訪問したスポットのうち、指定された地域に属
するスポットの共通性に基づいて第２クラスタを生成する請求項３に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記第２クラスタ生成ステップは、前記訪問したスポットの共通性に加え、前記訪問し
たスポットの総滞在時間、訪問回数、平均滞在時間、訪問時刻、訪問日時のうちいずれか
一以上に基づいてクラスタを生成する請求項３又は請求項４に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記第２クラスタ生成ステップは、スポットの種類の割合、滞在時間の長短、訪問回数
の多寡及び／又は訪問時刻の偏りのうちいずれか一以上に応じてレアリティを付与し、訪
問したスポットの共通性に基づいてクラスタを生成する際に、前記レアリティを加味して
クラスタを生成する請求項３から請求項５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項７】
　ユーザの同行者数を判定する同行者判定ステップをさらに備え、
　前記第１クラスタ生成ステップ及び前記第２クラスタ生成ステップは、クラスタを生成
するための要素として同行者の数を用い、クラスタを生成する
請求項３から請求項６のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記第１クラスタ生成ステップ又は前記第２クラスタ生成ステップで分類したクラスタ
毎に、該クラスタに属するユーザのスポットの種類間又はスポット間の変化に基づいて、
第１クラスタ又は第２クラスタごとに訪問スケジュールを生成するスケジュールステップ
をさらに備える請求項３から請求項７のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記スケジュールステップは、前記第１クラスタ生成ステップ又は前記第２クラスタ生
成ステップで分類したクラスタごとに、該クラスタに属するユーザのスポットの種類間又
はスポット間の変化に基づいて、第１クラスタ又は第２クラスタごとに、ユーザの多数が
変化した該クラスタの共通のスポットの種類間を主たるスケジュールとして結び付けスケ
ジュールを生成する請求項８に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記スケジュールステップは、前記第１クラスタ生成ステップ又は前記第２クラスタ生
成ステップで分類したクラスタごとに、該クラスタに属するユーザのスポットの種類間又
はスポット間の変化に基づいて、閾値を設定し、閾値を超えるが主たるスケジュールとな
らなかった変化を従たるスケジュールとしてスケジュールを生成する請求項８に記載のプ
ログラム。
【請求項１１】
　前記スケジュールステップにおいて生成した主たるスケジュール及び／又は従たるスケ
ジュールを前記主たるスケジュールと前記従たるスケジュールを識別可能なように前記ス
ケジュールを表示する表示ステップをさらに備える請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　プロセッサを備えるコンピュータに処理を行わせるための方法であって、前記方法は、
前記プロセッサが、
　複数のユーザの位置情報と時間情報を取得するユーザ情報取得ステップと、
　前記ユーザの位置情報を用いて、ユーザが訪問したスポットを判定するステップと、
　前記判定するステップで訪問したと判定されたスポットの種類を検出するステップと、
　前記検出するスポットで検出されたスポットの種類の共通性に基づいてユーザの分類で
ある第１クラスタを生成する第１クラスタ生成ステップと、
　前記第１クラスタ毎に、前記訪問したスポットの共通性に基づいてユーザの分類である
第２クラスタを生成する第２クラスタ生成ステップと、を実行する方法。
【請求項１３】
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　制御部を備える装置であって、前記制御部が、
　複数のユーザの位置情報と時間情報を取得するユーザ情報取得ステップと、
　前記ユーザの位置情報を用いて、ユーザが訪問したスポットを判定するステップと、
　前記判定するステップで訪問したと判定されたスポットの種類を検出するステップと、
　前記検出するスポットで検出されたスポットの種類の共通性に基づいてユーザの分類で
ある第１クラスタを生成する第１クラスタ生成ステップと、
　前記第１クラスタ毎に、前記訪問したスポットの共通性に基づいてユーザの分類である
第２クラスタを生成する第２クラスタ生成ステップと、を実行する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ユーザの位置情報及びユーザが訪れたスポット情報に基づいてユーザを分類
するクラスタ生成装置、クラスタ生成方法及びクラスタ生成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のスマートフォンの普及に伴い、ユーザの位置情報を簡単に取得することが可能と
なっている。複数のユーザの位置情報を取得することができれば、人の流れを可視化する
ことが可能となり、どのような人々がどのような場所に集うのか、また、人がどこからど
こへ流れていくのかを分析することが可能となる。さらに、人が訪問した場所の共通性な
どに基づいて、分析することにより、地域振興・文化保護・ビジネスなどに役立てること
が可能である。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、ユーザの移動履歴及び嗜好情報などを用いて、クラスタリン
グを行い、人の趣味嗜好、行動パターンなどの分析を行う方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１９－１９７４６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された方法は、ユーザの行動履歴を一つの要素としてクラス
タリングを行うため、同じ地域に居住するユーザが一つのクラスタとして生成される可能
性が高く、全国又は全世界といった広い地域において分析を行うことは難しい。
【０００６】
　そこで、本開示では、ユーザの移動履歴からユーザの訪問したスポットを取得する際に
、訪問したスポットのジャンル、例えば飲食店、映画館、公園などスポットの種類を要素
としてクラスタリングを行うことにより、地域性の影響を軽減してユーザのクラスタリン
グを行い、それらの特徴を把握することを目的とするクラスタ生成プログラム、クラスタ
生成方法及びクラスタ生成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　プロセッサとメモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムである。プ
ログラムは、プロセッサに、複数のユーザの位置情報と時間情報を取得するユーザ情報取
得ステップと、ユーザの位置情報を用いて、ユーザが訪問したスポットの種類を検出し、
訪問したスポットの種類の共通性に基づいてユーザの分類である第１のクラスタを生成す
る第１クラスタ生成ステップとを実行させるプログラムである。
【発明の効果】
【０００８】
本開示によれば、ユーザの位置情報から、ユーザが訪問するスポット及びその種類に関す
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る情報を用いて、クラスタ生成を行うことで、例えば全国的な分析など広い対象の分析に
際しても、地域性の影響を軽減してユーザの行動パターンの分析を行うことが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の実施形態１に係るサーバ構成の一例を示す図である。
【図２】ユーザ情報ＤＢ１２１のデータ構成の一例を示す図である。
【図３】スポット情報ＤＢ１２２のデータ構成の一例を示す図である。
【図４】ユーザが訪問したスポットの種類の総滞在時間などのパラメータをレーダーチャ
ートにした一例を示す図である。
【図５】ユーザが訪問したスポットの共通性をもとにクラスタリングを行った一例を示す
図である。
【図６】ユーザが訪問したスポットの共通性の他、滞在時間や訪問回数などをもとにクラ
スタリングを行った一例を示す図である。
【図７】クラスタ生成プログラムにおける実施形態１の処理の流れの一例を示す図である
。
【図８】本開示の変形例に係るサーバ構成の一例を示す図である。
【図９】クラスタ生成プログラムにおける変形例の処理の流れの一例を示す図である。
【図１０】本開示の実施形態２に係るサーバ構成の一例を示す図である。
【図１１】スポットの種類の変化の一例を示す図である。
【図１２】クラスタのスケジュールの一例を示す図である。
【図１３】クラスタのスケジュールの一例を棒グラフで示す図である。
【図１４】クラスタ生成プログラムにおける実施形態２の処理の流れの一例を示す図であ
る。
【図１５】本開示のサーバの全体構成を示す図である。
【図１６】ネットワークを介したクラスタ生成プログラムの具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本開示の実施形態に係るクラスタリングプログラム、クラスタリング方法及びク
ラスタリング装置を、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施形態は、
特許請求の範囲に記載された本開示の内容を不当に限定するものではない。また、実施形
態で説明される構成の全てが、本開示の必須構成要件であるとは限らない。また、実施形
態を説明する全図において、共通の構成要素には同一の符号を付し、繰り返しの説明を省
略する。
【００１１】
　＜実施形態１＞
　実施形態１では、ユーザから位置情報を取得し、ユーザの訪問したスポットから、クラ
スタリングを行う。
【００１２】
＜サーバの構成＞
　以下、サーバ１０の構成を詳細に説明する。図１に示すように、本実施形態に係るサー
バ１０は、通信部１０１、記憶部１０２、制御部１０３とを備える。通信部１０１は、サ
ーバ１０が他の装置と通信するための処理を行う。通信部１０１は、制御部１０３で生成
された信号に送信処理を施し、外部へ送信する。通信部１０１は、外部から受信した信号
に受信処理を施し、制御部１０３へ出力する。
【００１３】
　記憶部１０２は、例えばフラッシュメモリ等により構成され、サーバ１０が使用するデ
ータ、及びプログラムを記憶する。
【００１４】
　制御部１０３は、プロセッサ１１が記憶部１０２に記憶されるプログラムを読み込み、
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プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部１０３は、サーバ１
０の動作を制御する。具体的には、例えば、制御部１０３は、ユーザ情報取得部１０３１
と、第１クラスタ生成部１０３２と、第２クラスタ生成部１０３３としての機能を発揮す
る。
【００１５】
　以下、サーバ１０の制御部１０３における機能的な構成について説明する。
【００１６】
　ユーザ情報取得部１０３１は、通信部１０１を介して、ユーザの位置情報及び時間情報
を取得する。ユーザの位置情報は、例えば、緯度、経度などの情報である。また、時間情
報は、位置情報を取得した時点の時間情報である。
【００１７】
　ユーザの位置情報の取得には、ユーザが所持するスマートフォン、スマートウォッチな
どに搭載されたＧＰＳ（Global Positioning System）などの情報を用いてもよい。また
、スポットなどに磁気リーダ、ＩＣリーダなどの端末を設置し、ユーザがこれらの端末に
自らの端末等を読み取らせたことをもって位置情報を取得してもよい。さらに、携帯電話
など通信装置の基地局から得られる位置情報、ＷｉＦｉ（Wireless Fidelity、登録商標
）から得られる位置情報を取得してもよい。
【００１８】
　また、ユーザ情報取得部１０３１は、ＳＮＳ（Social Networking Service）に発信さ
れた情報に基づいて位置情報を取得してもよい。
【００１９】
　ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザより、一定の時間的間隔をもって、定期的に位置
情報及び時間情報を取得する。ユーザの位置情報を取得する間隔は、短ければ短いほど詳
細な分析が可能となる点において、望ましい。
【００２０】
一方で、位置情報を取得する時間的間隔が長ければ、システム及びネットワークへの負担
を軽減することが可能であり、間隔が短ければ、ユーザの行動をより詳細に分析できる可
能性が高まる。したがって、ユーザ情報取得部１０３１は、分析の対象とシステムの負荷
を考慮しつつ、ユーザの位置情報を取得する時間的間隔を設定してもよい。
【００２１】
　ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザより取得した位置情報を、ユーザＩＤ、取得した
時間情報とともに、ユーザ情報ＤＢ１０２１に記憶する。サーバ１０は、様々な観点から
クラスタ分析ができるよう、ユーザの位置情報は一度記憶部１０２に記憶しておくことが
望ましい。
【００２２】
　第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザが訪問したスポットの種類に基づいて、ユーザ
の分類である第１クラスタを生成する。なお、スポットとは、店舗、施設など緯度及び経
度により特定することのできる一定の場所のことをいう。また、スポットの種類とは、具
体的には、飲食店、遊興施設、パソコンショップ、書店などであり、スポットの分類・ジ
ャンル等のスポットの上位概念を示すものである。加えて、スポットの種類とは、そのス
ポットの開業日、ＳＮＳ（Social Networking Service）・メディア等に紹介・登録され
た日、いずれの国を象徴するサービスであるか（例えばアメリカンスタイル、イタリアン
スタイルなど）、顧客単価の分類、大衆向けかニッチ向けかなど、事業の分類だけでなく
、サービスを様々な側面から見た分類により示してもよい。
【００２３】
　第１クラスタ生成部１０３２は、初めに、ユーザ情報取得部１０３１から取得した情報
と、スポット情報ＤＢ１０２２の情報に基づいて、ユーザがどのスポットにチェックイン
したか、すなわち、ユーザがどのスポットに訪問したかを把握する。
【００２４】
　第１クラスタ生成部１０３２がユーザのスポット訪問を判定するためには、例えば、ユ
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ーザの緯度経度などの位置情報と、スポットの緯度経度などの位置情報を照らし合わせ、
その場所が一致する場合に訪問と判定する。
【００２５】
　また、厳格に位置情報が一致することをもって訪問とみなすと、ユーザがどのスポット
も訪問していないと判定される可能性がある。そこで、ある閾値Ｌを設定しておき、スポ
ットとユーザの距離がＬ以下である場合には、ユーザがスポットを訪問したとみなしても
よい。これにより、位置情報の誤差を吸収することが可能となる。また、地図を予め方眼
状に区切り、ユーザがそのメッシュ上にあるスポットに訪問したとみなしてもよい。その
ほか、一般的なアルゴリズムを用いてユーザがスポットを訪問したことを判定してもよい
。
【００２６】
　第１クラスタ生成部１０３２がユーザのスポット訪問を判定するに際して、ユーザとス
ポットの位置情報が一致することをもって判定するが、このとき、単に一致することをも
って訪問と判定してもよいし、連続する時間の一致情報を用いて、通過、訪問、利用を区
別して判定してもよい。
【００２７】
　例えば、ユーザ情報取得部１０３１が一定の時間的間隔をもってユーザの位置情報を取
得する際に、ユーザとスポットの位置情報が一致したとしても、それはユーザがスポット
を訪問したのではなく、スポットを通過したに過ぎない場合もある。この場合には、通過
と判定してもよい。また、時間的に連続する一定の回数（第１の閾値）以上ユーザとスポ
ットの位置情報が一致する場合には、そのスポットを訪問したと判定してもよい。さらに
、映画館、温泉施設、テーマパークなどのスポットにおいて、時間的に連続する一定の回
数（第２の閾値）以上ユーザとスポットの位置情報が一致する場合には、そのスポットを
利用したと判定してもよい。さらに、時間的に連続する一定の回数（第３の閾値）以上ユ
ーザとスポットの位置情報が一致する場合には、そのスポットにおいて就業していると判
定してもよい。加えて、ユーザが夜間の時間帯を含めて長時間滞在している場所、土日祝
日を含めて長時間滞在している場所等がある場合には、そのスポットにおいて在宅してい
ると判定してもよい。
【００２８】
　つまり、連続する時間において、ユーザとスポットの位置情報の一致が第１の閾値未満
であるときには通過、第１の閾値以上第２の閾値未満のときは訪問、第２の閾値以上第３
の閾値未満のときは利用、として判定してもよい。また、各閾値は、スポット毎に設定し
てもよい。
【００２９】
　第１クラスタ生成部１０３２がユーザのスポット訪問を判定するに際して、ユーザの移
動方法を考慮してもよい。例えば、ユーザ情報取得部１０３１は、一定の時間的間隔をも
ってユーザの位置情報を取得するが、このとき、連続する時間の位置情報の移動距離によ
り、単位時間あたりの移動距離により移動速度を推測し、ユーザの移動方法が徒歩である
か、又は自動車、電車などの移動方法を用いているかなどを判別してもよい。そして、少
なくとも自動車、電車などで移動していると判断された際には、ユーザとスポットの位置
情報が一致したとしても、ユーザはスポットを通過したに過ぎず、訪問したわけではない
ので、第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザがスポットを訪問したとは判定しないよう
にしてもよい。
【００３０】
　ユーザの位置情報の取得に関して、例えば、スポットに設置した磁気リーダ、ＩＣリー
ダなどの端末を元に取得する場合、第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザの端末がこれ
らの端末に読み取られたことをもってユーザがスポットを訪問したと判断してもよい。
【００３１】
　第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザが訪問したスポットからスポットの種類を検出
し、ユーザが訪問したスポットの種類に基づいて、ユーザの分類である第１クラスタを生
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成する。第１クラスタ生成部１０３２は、例えば、ユーザが訪問したスポットの種類の共
通性に基づき、階層型クラスタリング、非階層型クラスタリング、または既知のアルゴリ
ズムなどを用いて第１クラスタ生成を行う。このとき、第１クラスタ生成部１０３２は、
クラスタ生成の目標をＭ個とし、共通するスポットの種類に基づいて、クラスタを生成す
る。
【００３２】
　第１クラスタ生成部１０３２は、クラスタリングを行う際に、例えば、スポットの種類
と総滞在時間を加味してその類似性により、非階層型クラスタリングを行ってもよい。ま
た、例えば、スポットの種類、平均滞在時間、訪問回数を加味してその類似性により、非
階層型クラスタリングを行ってもよい。
【００３３】
　また、第１クラスタ生成部１０３２は、クラスタリングを行う際に、スポットの種類の
総滞在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間、訪問したスポット数の共通
性などを加味して第１クラスタを生成してもよい。
【００３４】
　例えば、公園に１５時間滞在したユーザがいるとき、単に総滞在時間に基づいてクラス
タリングをすれば、公園に０．５時間×３０回訪問したユーザと、５時間×３回訪問した
ユーザは共通のものとしてクラスタリングされる。しかし、公園に０．５時間×３０回訪
問したユーザはジョギングのために訪問し、５時間×３回訪問したユーザはお花見のため
に訪問している可能性がある。したがって、訪問回数、平均滞在時間を考慮してクラスタ
リングすることで、これらを区別することが可能となる。また同様に、公園に１５時間滞
在したユーザがいるとき、単に共通するスポットに基づいてクラスタリングをすれば、同
じ公園に３時間×５回訪問したユーザと、違う公園に３時間×５回訪問したユーザは共通
のものとしてクラスタリングされる。しかし、スポットの種類の訪問回数と訪問したスポ
ット数を考慮することにより、両者は区別することが可能となる。このように、第１クラ
スタ生成部１０３２は、クラスタリングに際して、スポットの種類の共通性に加え、スポ
ットの種類の総滞在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間、訪問したスポ
ット数を考慮してもよい。
【００３５】
　また、例えば、第１クラスタ生成部１０３２は、クラスタリングに際して、訪問日時の
情報を用い、８月に映画館を訪問したクラスタ、１２月にスキー場を訪問したクラスタな
どを生成してもよい。
【００３６】
　さらに、第１クラスタ生成部１０３２は、クラスタリングを行う際に、スポットの種類
の共通性、スポットの種類の総滞在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間
、訪問したスポット数などの要素に対して、それらを重みづけした上で加味してクラスタ
を生成してもよい。
【００３７】
　例えば、年末のカウントダウン参加などのクラスタに共通する特定日時の行動に重きを
置いてクラスタリングするときには、訪問日時に重きをおいて、その日時にテーマパーク
等を訪問するユーザを優先的にクラスタリングすることで、季節のイベント参加者などの
クラスタを生成することが可能となる。また、例えば、クラスタリングに際して、訪問日
時に重きをおいて、スポットの種類に対して特定の日時・期間における訪問を特徴とする
８月上旬にスキー場への訪問を含むクラスタ、８月中旬および１２月下旬の展示場への訪
問を含むクラスタなどを生成してもよい。
【００３８】
　第１クラスタ生成部１０３２は、スポットの種類に対して、意味のある場所、つまりレ
アリティの高い場所に対して高い値を付与してもよい。また、スポット、ユーザ、ユーザ
の行動等に対して、意味のある要素にレアリティを付与してもよい。
【００３９】
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　第１クラスタ生成部１０３２は、レアリティの付与について、スポットの種類に対し、
調査地域内のスポット数の多寡、言い換えれば、スポットの種類の偏り又は割合に応じて
レアリティを付与してもよい。例えば、あるスポットの種類に対して、その存在数が少な
いスポットの種類に対して、高いレアリティを付与してもよい。具体的には、コンビニが
１０００スポットあり、映画館が１０スポットであれば、存在数の少ない映画館の方に高
いレアリティを付与する。つまり、スポットの種類の調査地域内の存在数の逆数を値とし
て、レアリティを付与してもよい。
【００４０】
　第１クラスタ生成部１０３２は、例えば、あるスポットの種類に対して、訪問したスポ
ットに応じてレアリティを加味してもよい。例えば、レアリティの高い映画館に訪問した
場合には、訪問ポイント１０ポイントを付与し、レアリティの低い映画館に訪問した場合
には、訪問ポイント１ポイントを付与することで、レアリティを加味してもよい。
【００４１】
　第１クラスタ生成部１０３２は、レアリティの付与について、例えば、少数ではあるが
、閾値を超える数のユーザ、すなわち、一定の範囲の人数のユーザが共通した行動をとる
場合に高い値を付与してもよい。
【００４２】
　第１クラスタ生成部１０３２は、レアリティの付与について、例えば、滞在時間の長短
、訪問回数の多寡及び／又は訪問時刻の偏りなどユーザの行動に応じてレアリティを付与
してもよい。例えば、他のスポットの種類と比較して、多数に偏りがあるスポットの種類
にレアリティを付与してもよいし、他のスポットの種類と比較して、一部に偏りがあるス
ポットの種類にレアリティを付与してもよい。第１クラスタ生成部１０３２は、レアリテ
ィを加味してクラスタリングを行ってもよい。
【００４３】
　第１クラスタ生成部１０３２は、レアリティを加味したクラスタリングを行うに際して
、次のような方法により算出してもよい。例えば、各ユーザのスポットの種類毎の訪問回
数を各ユーザの全てのスポットの種類の総訪問回数で除算した頻度と、全ユーザの全ての
スポットの種類の総訪問回数を全ユーザの全てのスポットの種類の総訪問回数で除算した
レアリティを掛け合わせた値を、クラスタリングにおけるあるユーザのあるスポットの訪
問回数の代わりに用いる。これにより、レアリティを付与しつつクラスタリングを行うこ
とができる。
【００４４】
　前述の例では、レアリティを加味したクラスタリングについて、訪問回数を用いたが、
訪問回数と同様に、総滞在時間、平均滞在時間、訪問時刻、訪問日時、訪問したスポット
数についても、前述の例のように、レアリティを加味したクラスタリングを行ってもよい
。すなわち、ｉ＝（Ａ／Ｂ）×（Ｃ／Ｄ）とし、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの組合せを、（各ユーザ
のスポットの種類毎の訪問回数，各ユーザの全てのスポットの種類の総訪問回数，全ユー
ザの全てのスポットの種類の総訪問回数，全ユーザのスポットの種類毎の総訪問回数），
（各ユーザのスポットの種類毎の総滞在時間，各ユーザの全てのスポットの種類の総滞在
時間，全ユーザの全てのスポットの種類の総滞在時間，全ユーザのスポットの種類毎の総
滞在時間），（各ユーザのスポットの種類毎の平均滞在時間，各ユーザの全てのスポット
の種類の平均滞在時間，全ユーザの全てのスポットの種類の平均滞在時間，全ユーザのス
ポットの種類毎の平均滞在時間），（各ユーザのスポットの種類毎の訪問スポット数，各
ユーザの全てのスポットの種類の総訪問スポット数，全ユーザの全てのスポットの種類の
総訪問スポット数，全ユーザのスポットの種類毎の総訪問スポット数）のようにレアリテ
ィ（Ｃ／Ｄ）を用いることでユーザの行動におけるスポットの種類の重要度を評価しクラ
スタリングしてもよい。
【００４５】
　第１クラスタ生成部１０３２が第１クラスタを生成するに際し、階層型クラスタリング
、非階層型クラスタリング、あるいは、既知のクラスタリングアルゴリズムを用いてもよ
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い。
【００４６】
　第１クラスタ生成部１０３２は、第１クラスタを生成するに際して、一定の時間的範囲
をもって、指定された時間内における第１クラスタを生成してもよい。このとき、第１ク
ラスタ生成部１０３２は、曜日、時間帯などの範囲をもってクラスタを生成してもよい。
【００４７】
　スポットの種類の共通性など、一定の要素をもとにクラスタリングを行うことで、クラ
スタ又はスポット毎の特性を把握することが可能となる。また、スポットの種類によって
クラスタリングを行うことで、地域性の影響を軽減し、広範囲の地域を対象としてクラス
タリングを行うことが可能となる。なお、実施形態１では、第１クラスタ生成部１０３２
の機能を用いて、ユーザの訪問したスポットの種類を用いてクラスタリングを行った第１
クラスタのみを用いてユーザのクラスタリングをしてもよい。
【００４８】
　第２クラスタ生成部１０３３は、第１クラスタ生成部１０３２で生成した第１クラスタ
毎に、ユーザが訪問したスポットに基づいて、ユーザの分類である第２クラスタを生成す
る。
【００４９】
　具体的には、第２クラスタ生成部１０３３は、第１クラスタ生成部１０３２で、第１ク
ラスタとして、Ａ，Ｂ，Ｃの３つのクラスタが生成されたとすると、クラスタＡに対して
、ユーザが訪問したスポットに基づいて、ユーザの分類である第２クラスタを生成する。
同様に、第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタＢ及びＣに対しても、第２クラスタを
生成する。第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザが訪問したスポットの種類に基づいて
クラスタリングを行うのに対し、第２クラスタ生成部１０３３は、ユーザが訪問したスポ
ットに基づいてクラスタリングを行う。
【００５０】
　第２クラスタ生成部１０３３は、例えば、ユーザが訪問したスポットの共通性に基づき
、階層型クラスタリング、非階層型クラスタリング、または既知のアルゴリズムなどを用
いてクラスタ生成を行う。このとき、第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタ生成の目
標をＭ個とし、クラスタリングを行った後に、共通するスポット及びユーザ数の多いもの
からＭ個のクラスタを抽出した上でクラスタとして構成してもよい。このとき、既に述べ
た方法によりレアリティを加味してクラスタリングを行ってもよい。
【００５１】
　また、第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタリングを行う際に、スポットの総滞在
時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間などを加味してクラスタを生成して
もよい。
【００５２】
　さらに、第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタリングを行う際に、スポットの総滞
在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間などの要素に対して、それらを重
みづけした上で加味してクラスタを生成してもよい。
【００５３】
　第２クラスタ生成部１０３３は、スポットに対して、意味のある場所、すなわちレアリ
ティの高い場所に対して高い値を付与してもよい。
【００５４】
　第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティの付与について、例えば、少数ではあるが
、閾値を超える数のユーザ、すなわち、一定の範囲の人数のユーザが共通した行動をとる
場合に高い値を付与してもよい。
【００５５】
　第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティの付与について、例えば、スポットの滞在
時間の長短、調査地域内のスポット数の多寡、訪問回数の多寡及び／又は訪問時刻の偏り
に応じてレアリティを付与してもよい。例えば、他のスポットと比較して、多数に偏りが
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あるスポットにレアリティを付与してもよいし、他のスポットと比較して、一部に偏りが
あるスポットにレアリティを付与してもよい。第２クラスタ生成部１０３３は、レアリテ
ィを加味してクラスタリングを行ってもよい。
【００５６】
　具体的には、あるスポットの滞在時間は通常１５分以内であるが、一部のユーザのみ６
０分以上滞在する場合にレアリティを高く付与し、スポットの共通性及びスポットの滞在
時間を考慮してクラスタリングを行ってもよい。
【００５７】
　第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティを加味したクラスタリングに際して、例え
ば、次のような方法により算出してもよい。例えば、各ユーザのスポット毎の訪問回数を
各ユーザの全てのスポットの総訪問回数で除算した頻度と、全ユーザの全てのスポットの
総訪問回数を全ユーザのスポット毎の総訪問回数で除算したレアリティを掛け合わせた値
を、クラスタリングにおけるあるユーザのあるスポットの訪問回数の代わりに用いる。こ
れにより、レアリティを付与しつつクラスタリングを行うことができる。なお、訪問回数
に限らず、総滞在時間、平均滞在時間、訪問時刻、訪問日時、訪問したスポット数を用い
てレアリティを加味してもよい。すなわち、ｉ＝（Ａ／Ｂ）×（Ｃ／Ｄ）とし、Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄの組合せを、（各ユーザのスポット毎の訪問回数，各ユーザの全てのスポットの総
訪問回数，全ユーザの全てのスポットの総訪問回数，全ユーザのスポット毎の総訪問回数
），（各ユーザのスポット毎の総滞在時間，各ユーザの全てのスポットの総滞在時間，全
ユーザの全てのスポットの総滞在時間，全ユーザのスポット毎の総滞在時間），（各ユー
ザのスポット毎の平均滞在時間，各ユーザの全てのスポットの平均滞在時間，全ユーザの
全てのスポットの平均滞在時間，全ユーザのスポット毎の平均滞在時間），（各ユーザの
スポット毎の訪問スポット数，各ユーザの全てのスポットの総訪問スポット数，全ユーザ
の全てのスポットの総訪問スポット数，全ユーザのスポット毎の総訪問スポット数）のよ
うにレアリティ（Ｃ／Ｄ）を用いることでユーザの行動におけるスポットの重要度を評価
しクラスタリングしてもよい。
【００５８】
　第２クラスタ生成部１０３３は、第２クラスタを生成した後、スポットのクラスタ毎の
偏りを抽出し、スポットにレアリティを付与し、再度第２クラスタを生成してもよい。ま
た、第２クラスタを生成してスポットにレアリティを付与してスコアリングを行い、階層
型クラスタリングを用いた際に抽出する第２クラスタを制御してもよい。
【００５９】
　さらに、例えば、あるスポットに対して、何らかの特徴を有するスポット、例えば、関
連するスポットが少ないスポット、他のスポットと距離が遠いにも拘わらず関連スポット
が多いスポット、などに対してレアリティを高く付与してもよい。また、インターネット
サイトでの掲載件数の多寡及び／又は掲載件数の偏りなどを考慮してスポットにレアリテ
ィを付与してもよい。
【００６０】
　第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタ生成を行う際に、レアリティが一定の閾値を
超えるスポットのみを選択した上で、ユーザが訪問するスポットの共通性に基づき、クラ
スタ生成を行ってもよい。
【００６１】
　第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタを生成する際に、レアリティの高いスポット
を多く含むクラスタのスコアを高く設定し、スコアの高いクラスタを優先的に生成し、ま
たは、クラスタ生成後にスコアの高いクラスタから並べ替えてクラスタを抽出してもよい
。
【００６２】
　第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタを生成するに際して、分類を行うスポット、
エリアの範囲を限定し、その限定された範囲内でのスポット、エリアに基づいてクラスタ
を生成してもよい。また、第２クラスタ生成部１０３３は、一定の時間的範囲をもって、
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指定された時間内におけるクラスタを生成してもよい。このとき、第２クラスタ生成部１
０３３は、曜日、時間帯などの範囲をもってクラスタを生成してもよい。
【００６３】
　スポットの共通性など、一定の要素をもとにクラスタリングを行うことで、クラスタ又
はスポット毎の特性を把握することが可能となる。また、ユーザは一般的に、居住地の近
くのスポットによく訪問することから、ユーザが訪問したスポットに基づいて第２クラス
タリングを行うことで、第１クラスタに対して地域的な分析を行うことが可能となる。
【００６４】
（記憶部が記憶するＤＢの具体例）
　図２にユーザ情報ＤＢ１０２１の具体例を示す。ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザ
より、一定の時間的間隔をもって、定期的に位置情報及び時間情報を取得する。そして、
ユーザ情報取得部１０３１は、位置情報を取得したユーザのユーザid、取得時間、ユーザ
の位置情報（緯度及び経度）をユーザ情報ＤＢ１０２１に記憶する。ユーザ情報ＤＢ１０
２１が記憶する情報はこれらに限られるものではなく、ユーザの年齢（年代）、性別、居
住地域など他の情報を記憶してもよい。
【００６５】
　図３にスポット情報ＤＢ１０２２の具体例を示す。スポット情報ＤＢ１０２２には、ス
ポットを識別するための識別id、スポットの位置情報（緯度、経度）、スポット名（ショ
ップ名など）、種類（飲食店、テーマパーク、駅などそのスポットの分類）を記憶する。
また、スポット情報ＤＢ１０２２には、そのスポットの開店時間、平均予算などその他の
情報を記憶しておいてもよいし、そのスポット公式ホームページ、紹介ページなどのリン
クを保存しておき、スポットの各種情報を取得できるようにしておいてもよい。
【００６６】
（クラスタ生成の具体例）
　第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザが訪問したスポットの種類に基づいて、ユーザ
の分類である第１クラスタを生成する。クラスタ生成は、例えば、Ｋ－平均アルゴリズム
、最小平均分散法など、既に知られている既存の非階層型クラスタリング手法を用いてよ
い。また、非階層型クラスタリングに限らず、階層型クラスタリング手法を用いてもよい
。
【００６７】
　第１クラスタ生成部１０３２は、スポットの種類の総滞在時間、訪問回数、訪問時刻、
訪問日時、平均滞在時間、訪問したスポット数の共通性などを加味して第１クラスタを生
成してもよい。また、スポットの種類の総滞在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平
均滞在時間などの割合を加味して第１クラスタを生成してもよい。
【００６８】
　図４は、スポットの種類がＡからＥの５種類あるとき、例えばその総滞在時間をレーダ
ーチャートに表したものである。第１クラスタ生成部１０３２は、スポットの種類の総滞
在時間、訪問回数、訪問時刻、訪問日時、平均滞在時間などを、例えばその総数で除する
ことで正規化した上で、第１クラスタを生成してもよい。すなわち、第１クラスタ生成部
１０３２は、ユーザごとに図４のようなレーダーチャートを作成し、そのレーダーチャー
トの類似性に基づいて第１クラスタを生成してもよい。このように、正規化した上で第１
クラスタを生成することで、各パラメータの比率を用いたレーダーチャートの類似性、す
なわち波形を重視したクラスタリングを行うことが可能となる。
【００６９】
　第１クラスタ生成部１０３２は、レアリティを用いて第１クラスタを生成してもよい。
具体的には、例えば、各ユーザのスポットの種類毎の訪問回数を各ユーザの全てのスポッ
トの種類の総訪問回数で除算した頻度と、全ユーザの全てのスポットの種類の総訪問回数
を全ユーザのスポットの種類毎の総訪問回数で除算したレアリティを掛け合わせた値を、
クラスタリングにおけるあるユーザのあるスポットの訪問回数の代わりに用いることで、
レアリティを加味してもよい。
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【００７０】
　また、レアリティを考慮するに際して、ユーザの訪問回数のみではなく、総滞在時間、
訪問時刻、平均滞在時間の割合などの要素を考慮してレアリティを付与してもよい。
【００７１】
　第１クラスタ生成部１０３２は、例えば、生成するクラスタの数をＫと決め、非階層型
クラスタリングにより、Ｋのクラスタを生成する。ただし、第１クラスタ生成部１０３２
は、非階層型クラスタリングに限らず、その他のクラスタリング手法を用いてもよい。
【００７２】
　第１クラスタ生成部１０３２は、例えば、ある施設に対して複数のスポットの種類が付
与されている場合、ユーザが訪問した位置情報の近隣に複数の施設がある場合など、正し
くスポットの種類が取得できない時は、対象地域からスポットの種類が限定的な地域のみ
を抽出することで、スポットの種類が正しく把握できない問題を解決し、第１クラスタを
生成してもよい。
【００７３】
　第２クラスタ生成部１０３３は、ユーザが訪問したスポットに基づいて、ユーザの分類
である第２クラスタを生成する。このとき、第２クラスタ生成部１０３３は、例えば、階
層型クラスタリングを用いてよい。ただし、階層型クラスタリングに限らず、非階層型ク
ラスタリング手法などその他のクラスタリング手法を用いてもよい。
【００７４】
　階層型クラスタリングでは、例えば、スポットの共通性を距離又は類似度に見立てて、
スポットの種類のクラスタリングを行う。具体的には、例えば、Ａ，Ｂ，Ｃの３つのスポ
ットがあり、そのスポットを訪問したユーザのidがそれぞれ、Ａ＝（０１，０２，０３，
０４，０５）、Ｂ＝（０１，０２，０３，０４，０６）、Ｃ＝（０１，０２，０７，０８
，０９）であった場合、ユーザの共通性が高い（類似度が高い）ＡとＢがまずはクラスタ
リングが行われ、そののちに、Ａ＋Ｂ，Ｃという形でクラスタリングが行われる。階層型
クラスタリングの候補としては、Ａ＋Ｂ＋Ｃ、Ａ＋Ｂ、Ｃ、Ａ、Ｂというパターンが生成
される。
【００７５】
第２クラスタ生成部１０３３は、類似するスポットを組み合わせながら階層型クラスタリ
ングを行い、第２クラスタを生成する。このとき、共通スポットが少ないクラスタは、駅
、コンビニエンスストアなど、一般的な場所の訪問に留まり、特徴が少ないと考えられる
。したがって、共通スポットが多い（共通するユーザ数は少なくなる）クラスタを抽出し
て最終的なクラスタを生成してもよい。
【００７６】
　また、第２クラスタ生成部１０３３は、特徴のあるクラスタを選択するため、共通する
スポットの数×ユーザ数により値の大きいものからクラスタを並び替えてもよい。加えて
、共通するスポットの滞在時間の総和などの指標を用いてもよいし、そのほか特徴のある
クラスタを抽出するための要素を加味してもよい。さらに、第２クラスタ生成部１０３３
は、これらの指標を用いて、上位Ｍ個を抽出した上で、クラスタとして構成してもよい。
【００７７】
　第２クラスタ生成部１０３３は、階層型クラスタリングに限られず、非階層型クラスタ
リング又は既知のクラスタリングアルゴリズムを用いてクラスタ生成を行ってもよい。
【００７８】
　第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティを用いて第２クラスタを生成してもよい。
第２クラスタ生成部１０３３は、クラスタを生成する際に、クラスタ内に含まれるスポッ
トから後述のようにレアリティを算出し、生成したクラスタをレアリティの高いものから
並べ替えてもよい。このとき、第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティの高いものか
らＭ個を抽出してもよい。
【００７９】
　第２クラスタ生成部１０３３は、レアリティの算出について、例えば、ユーザの訪問数
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に応じて、その逆数をとり、レアリティとしてもよい。
【００８０】
　第２クラスタ生成部１０３３は、例えば、全ユーザの全てスポットの総訪問回数を全ユ
ーザのスポット毎の総訪問回数で除算した値を、クラスタリングにおけるあるユーザのあ
るスポットの訪問回数に応じた逆数をとった値の代わりに用いることで、レアリティを加
味してもよい。
【００８１】
　また、レアリティを考慮するに際して、ユーザの訪問回数のみではなく、総滞在時間、
訪問時刻、平均滞在時間などの要素を考慮してレアリティを付与してもよい。
【００８２】
　図５に第２クラスタ生成部１０３３がクラスタリングを行った後の生成した第２クラス
タの具体例１０４１を示す。例えば、１００のクラスタを生成することを目標とした場合
に、共通するスポットが多く、構成人数が多いものから、１００個のクラスタを生成した
例を示す。
【００８３】
　第２クラスタ生成部１０３３は、スポットの共通性だけではなく、総滞在時間、訪問時
刻、訪問日時、訪問回数、平均滞在時間などの要素も加味した上で、クラスタリングを行
ってもよい。このとき、第２クラスタ生成部１０３３は、スポットの共通性、総滞在時間
、訪問時刻、訪問日時、訪問回数、平均滞在時間などの各要素をそれぞれ重みづけした上
で、クラスタリングを行ってもよい。
【００８４】
　図６にスポットの共通性の他、滞在時間、訪問頻度（図６ではＣＩ頻度と示している）
、滞在時間分散、訪問頻度分散、最大滞在時間、最小滞在時間、最大訪問頻度、最小訪問
頻度を加味してクラスタリングを行った具体例１０４２を示す。なお、図６では省略して
いるが、実際には図５と同じように、各第２クラスタには、複数のスポットが存在し、例
えば、図６のクラスタＩＤ１の第２クラスタでは、スポットＡのみならず、スポットＢＣ
ＤＥも要素として存在している。
【００８５】
（処理の流れ）
　図７は、本開示の実施形態１におけるクラスタ生成プログラムの処理の流れを示す。
【００８６】
　ステップＳ１０３１において、ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザの位置情報と時間
を取得する。そして、ユーザ情報取得部１０３１は、取得した情報を、ユーザ情報ＤＢ１
０２１に記憶する。
【００８７】
　ステップＳ１０３２において、第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザの位置情報、時
間情報と、スポットの情報を用いて、ユーザがどのスポットを訪問したか把握する。その
上で、第１クラスタ生成部１０３２は、スポットを訪問したユーザの情報を用いて、第１
クラスタを生成する。各第１クラスタは、ユーザが共通して訪問したスポットの種類に基
づいて生成する。
【００８８】
　ステップＳ１０３３において、第２クラスタ生成部１０３３は、第１クラスタ生成部１
０３２において生成された第１クラスタにおいて、さらにユーザが訪問したスポットの共
通性に基づいて、クラスタリングを行い、第２クラスタを生成する。
【００８９】
（効果）
本実施形態によれば、ユーザの位置情報と、ユーザが訪問するスポットに関する情報を用
いて、スポット又はエリアにどのように人が集まっているか分析を行うことが可能となる
。さらに、第１クラスタを生成して分析することにより、東京のあるライブ会場を訪問し
たユーザと大阪のあるライブ会場を訪問したユーザがともにライブに参加したという上位



(14) JP 6989185 B1 2022.1.5

10

20

30

40

50

概念でクラスタリングを行うことにより、地域的な影響を受けずにクラスタリングを行う
ことが可能となる。すなわち、東京のあるライブ会場を訪問したユーザも大阪のあるライ
ブ会場を訪問したユーザも、ともにライブ好きという分析を行うことが可能となる。
【００９０】
　さらに、第２クラスタを生成することで、共通性を有するユーザの中から、さらにどの
ようなスポットを訪問したか具体的な分析を行うことが可能となる。また、第２クラスタ
を生成することで、地域的な分析を行うことも可能となる。すなわち、東京のライブ好き
と大阪のライブ好きのそれぞれの生活が分析できるほか、例えば、共通で新潟のあるライ
ブ会場に訪問していることの分析なども可能となる。
【００９１】
　＜変形例１＞
　変形例１では、ユーザの同行者を判定した上で、クラスタリングを行う。
【００９２】
＜サーバの構成＞
　以下、サーバ２０の構成を詳細に説明する。図８に示すように、本実施形態に係るサー
バ２０は、通信部１０１、記憶部１０２、制御部２０３とを備える。通信部１０１は、サ
ーバ２０が他の装置と通信するための処理を行う。通信部１０１は、制御部２０３で生成
された信号に送信処理を施し、外部へ送信する。通信部１０１は、外部から受信した信号
に受信処理を施し、制御部２０３へ出力する。
【００９３】
　記憶部２０２は、例えばフラッシュメモリ等により構成され、サーバ２０が使用するデ
ータ、及びプログラムを記憶する。
【００９４】
　制御部２０３は、プロセッサ１１が記憶部１０２に記憶されるプログラムを読み込み、
プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部２０３は、サーバ２
０の動作を制御する。具体的には、例えば、制御部２０３は、ユーザ情報取得部１０３１
と、同行者判定部２０３４と、第１クラスタ生成部２０３２と、第２クラスタ生成部２０
３３としての機能を発揮する。
【００９５】
　以下、サーバ１０の制御部１０３における機能的な構成について説明する。
【００９６】
　同行者判定部２０３４は、ユーザの中から、同行者に関する判定を行う。例えば、ある
ユーザが同じ時刻、同じ場所に他のユーザと同じスポットを訪問した場合、同行している
ものと判断する。
【００９７】
　同行者判定部２０３４は、単に同じ時刻、同じ場所に他のユーザと同じスポットを訪問
したのみで同行と判定すると、例えば、映画館、ライブ会場など、多くの人が集まる場所
は全て同行者とみなしてしまう。したがって、例えば、３か所などの閾値を設けて、閾値
以上同じ時刻に同じスポットを訪問した場合に、同行者として判定を行ってもよい。
【００９８】
　同行者判定部２０３４は、例えば、閾値を設け、一定の期間内の移動距離に対して一致
している距離が多いものから閾値を超えるものを抽出することで、同行者として判定を行
ってもよい。
【００９９】
　同行者判定部２０３４は、ユーザが合計何人で同じ行動をしているかを判定し、同行者
の数として算出する。例えば、それが２人であり、かつ性別あるいは性的指向が分かれば
カップルと推測できるし、２０人以上であれば何らかの団体と推測することができる。
【０１００】
　第１クラスタ生成部２０３２は、同行者判定部２０３４において、同行者の数に一定の
条件（例えば同行者の数がＮ人、Ｎ人以上、Ｎ人以下、Ｎ人以上Ｍ人以下の間など）を課
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し、条件を満たす同行者のユーザに対して、第１クラスタを生成する。第１クラスタの生
成方法は、サーバ１０における第１クラスタ生成部１０３２と同様である。これにより、
例えば、同行者判定部２０３４において、カップルの分析を行うことを目的として、２人
のユーザが同行しているグループを同行者の条件として課した場合、２人のユーザが同行
するグループに対して第１クラスタを生成し、分析を行うことが可能となる。
【０１０１】
　第２クラスタ生成部２０３３は、同行者判定部２０３４において、同行者と判定された
ユーザに対して、第１クラスタごとに、訪問したスポットの共通性に基づいて、第２クラ
スタを生成する。第２クラスタの生成方法は、サーバ１０における第２クラスタ生成部１
０３３と同様である。
【０１０２】
　以上の方法により、一定の同行者のユーザに対してクラスタリングを行い、分析を行う
ことが可能となる。
【０１０３】
　また、変形例１の実施形態において、第１クラスタ生成部２０３２は、全ての同行者数
においてクラスタリングを行い（つまり同行者の条件を課さない通常のクラスタリングを
行い）、訪問したスポットの種類の共通性とともに、同行者の数を一つの要素として、ク
ラスタリングを行ってもよい。
【０１０４】
　また、変形例１の実施形態において、生成された第１クラスタ及び第２クラスタを分析
する際に、同行者の数を含めて、このクラスタはあるスポット又はスポットの種類に対し
て、ｘ人の同行の割合がｙ％である、などの分析を行ってもよい。
【０１０５】
（処理の流れ）
　図９は、本開示の変形例におけるクラスタ生成プログラムの処理の流れを示す。
【０１０６】
　ステップＳ２０３１において、ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザの位置情報と時間
を取得する。そして、ユーザ情報取得部１０３１は、取得した情報を、ユーザ情報ＤＢ１
０２１に記憶する。
【０１０７】
　ステップＳ２０３４において、同行者判定部２０３４は、複数のユーザが同じ時刻に同
じスポットを訪問したことに基づいて、同行者の判定を行う。
【０１０８】
　ステップＳ２０３２において、第１クラスタ生成部２０３２は、ユーザの位置情報、時
間情報と、スポットの情報を用いて、同行者を伴うユーザがどのスポットを訪問したか把
握する。その上で、第１クラスタ生成部２０３２は、スポットを訪問したユーザの情報を
用いて、第１クラスタを生成する。各第１クラスタには、ユーザが共通して訪問したスポ
ットの種類が属する。
【０１０９】
　ステップＳ２０３３において、第２クラスタ生成部２０３３は、第１クラスタ生成部２
０３２において生成された第１クラスタにおいて、さらにユーザが訪問したスポットの共
通性に基づいて、クラスタリングを行い、第２クラスタを生成する。
【０１１０】
（効果）
本変形例によれば、ユーザの同行者を判定し、同行者の数に応じてユーザのクラスタリン
グを行う対象を変化させ、例えばカップルの行動、３人以上のグループの行動などを分析
することが可能となる。
【０１１１】
　＜変形例２＞
　変形例２では、スポットに開業日、ＳＮＳ（Social Networking Service）・メディア
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等に紹介・登録された日など、ユーザの流行感度を図れる時的要素を付与した上で、クラ
スタリングを行う。以下の記載では、これらの時的要素をまとめて開業日として示す。
【０１１２】
　変形例２においては、実施形態１と同様の構成により処理を行う。実施形態１では、ス
ポット情報ＤＢ１０２２において、スポットの種類に関する情報を記憶し、第１クラスタ
生成部１０３２において、スポットの種類の共通性に基づいてクラスタリングを行った。
これに対して、変形例２では、スポット情報ＤＢ１０２２において、スポットの開業日に
関する情報を記憶しておく。
【０１１３】
　第１クラスタ生成部１０３２は、例えば、開業日からＮ日以内に訪問した、又は、開業
日からの訪問日について、上位ｘ％からｙ％の間に訪問したなどの情報を付与し、スポッ
トの開業日からの期間に応じたクラスタリングを行う。
【０１１４】
　上記のような第１クラスタの生成を行うことで、開業して短期間の間にスポットを訪問
するアーリーアダプタなどのクラスタを生成し、分析することが可能となる。
【０１１５】
　また、変形例２の実施形態において、生成された第１クラスタ及び第２クラスタを分析
する際に、開業日からの期間を含めて、ユーザの分析を行い、例えば、開業日からの訪問
時について、上位ｘ％からｙ％の間に訪問したユーザがいかなるクラスタに所属している
かなどの分析を行ってもよい。また、例えば、あるクラスタはあるスポット又はスポット
の種類について、開業日から上位ｘ％からｙ％の間に訪問しているなどの分析を行っても
よい。
【０１１６】
　＜実施形態２＞
　実施形態２では、クラスタリングを行った後、各クラスタがどのような行動を行うかス
ケジュールを生成し、表示を行う。また、マーケティングに関するレコメンドを行う。
【０１１７】
＜サーバの構成＞
　以下、サーバ３０の構成を詳細に説明する。図１０に示すように、本実施形態に係るサ
ーバ２０は、通信部１０１、記憶部１０２、制御部３０３とを備える。通信部１０１は、
サーバ３０が他の装置と通信するための処理を行う。通信部１０１は、制御部３０３で生
成された信号に送信処理を施し、外部へ送信する。通信部１０１は、外部から受信した信
号に受信処理を施し、制御部３０３へ出力する。
【０１１８】
　記憶部２０２は、例えばフラッシュメモリ等により構成され、サーバ２０が使用するデ
ータ、及びプログラムを記憶する。
【０１１９】
　制御部３０３は、プロセッサ１１が記憶部１０２に記憶されるプログラムを読み込み、
プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部３０３は、サーバ３
０の動作を制御する。具体的には、例えば、制御部３０３は、ユーザ情報取得部１０３１
と、第１クラスタ生成部１０３２と、スケジュール生成部３０３５と、表示部３０３６と
、レコメンド部３０３７としての機能を発揮する。なお、ユーザ情報取得部１０３１、第
１クラスタ生成部１０３２は、サーバ１０と同様の処理を行う。
【０１２０】
　以下、サーバ３０の制御部３０３における機能的な構成について説明する。
【０１２１】
　スケジュール生成部３０３５は、第１クラスタ生成部１０３２が生成した第１クラスタ
ごとに、又は、第２クラスタ生成部１０３３が生成した第２クラスタごとに、クラスタに
属するスポット又はスポットの種類の利用がユーザごとにどのような変化したかその利用
スケジュールを生成する。すなわち、第１クラスタ生成部１０３２で分類した第１クラス
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タごと、又は、第２クラスタ生成部１０３３が生成した第２クラスタごとにスケジュール
を生成する。
【０１２２】
　このとき、スケジュール生成部３０３５は、既に述べたように、第１クラスタ生成部１
０３２がユーザの位置情報、スポットの位置情報、時間情報から、ユーザの就業、在宅、
移動などを判定した上で、スケジュールを生成してもよい。
【０１２３】
　スケジュール生成部３０３５は、スケジュールの生成に際し、例えば、第１クラスタに
属するユーザの各スポットの種類間の変化の履歴又は第２クラスタに属するユーザの各ス
ポット間の変化の履歴に基づき、各スポットの種類の変化関係をユーザ毎にプロットして
いき、スケジュールの生成を行う。すなわち、第１クラスタ内にＡ～Ｅの５つのスポット
の種類があると仮定したとき、スケジュール生成部３０３５は、Ａ～Ａ（継続）、Ａ～Ｂ
、Ａ～Ｃ、…Ｂ～Ａ、Ｂ～Ｂ（継続）、Ｂ～Ｃ、…Ｅ～Ｄ、Ｅ～Ｅ（継続）の変化のパタ
ーンをユーザの行動毎に行列を生成する。その上で、スケジュール生成部３０３５は、例
えば最も数の多い変化パターンをスケジュールとして生成し、第１クラスタに属するユー
ザのスケジュールとして生成する。
【０１２４】
　スケジュール生成部３０３５は、スケジュールの生成に際して、上記の方法に限られず
、例えば、時間帯ごとに最もユーザの多いスポットの種類を組み合わせてもよい。また、
例えば、スポットの種類間の変化の履歴をユーザごとにスケジュールにし、もっとも多い
スケジュールをそのクラスタのスケジュールとして生成してもよい。
【０１２５】
　このようにスケジュールを生成することで、スポットの種類間又はスポット間の変化に
ついて、前後関係を把握しつつスケジュールを生成することが可能となる。
【０１２６】
　スポットの種類間又はスポット間の変化関係を用いてスケジュールの生成を行うことで
、ユーザの位置情報からスケジュールを作成するのと比較して、計算量を削減することが
可能となる、また、スポットの種類間の変化の関係を用いることで、共通するスポットの
種類間のスケジュールを生成し、分析を行うことが可能となる。
【０１２７】
　スケジュール生成部３０３５は、例えば、一定の時間間隔ごと（１０分ごと、３０分ご
と、１時間ごとなど）に、クラスタ内の多数決により、多数派のスポットの種類を決定し
、それを時間軸にプロットしていくことで、スケジュールを生成してもよい。
【０１２８】
　また、スケジュール生成部３０３５は、例えば、スポットの種類間又はスポット間の変
化の関係を用いてスケジュールを生成した後、該当するクラスタ内のユーザの多数決によ
り、時間を決定し、時間軸を付与してもよい。スケジュール生成部３０３５は、例えば、
ユーザが訪問したスポットの種類の開始時刻、終了時刻において多数派を選択し、該当の
時間内にスポットの種類を訪問していたとしてスケジュールを生成してもよい。
【０１２９】
　例えば、スケジュール生成部３０３５は、Ａ～Ｂ～Ｃとの変化がスケジュールとして生
成されたとき、Ａの開始時刻が９：００が多数派である場合、時間軸を９：００に合わせ
、Ｂの開始時刻が１２：００が多数派である場合、時間軸を１２：００に合わせ、Ｃの開
始時刻が１８：００が多数派である場合、時間軸を１８：００に合わせるなどして、時間
軸を付与してもよい。
【０１３０】
　スケジュール生成部３０３５は、スケジュールの生成に際して、唯一の経路を生成する
のではなく、主たるスケジュールと従たるスケジュールに分けて生成してもよい。例えば
、スポットの種類間又はスポット間の変化関係において、変化のもっとも多い事象を主た
るスケジュールとして結び付け、閾値Ｔを設定した上で、主たるスケジュールを除き、Ｔ
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以上の変化があるスケジュールを従たるスケジュールとして生成してもよい。さらに、従
たるスケジュールは一つでなくともよく、複数の従たるスケジュールを生成してもよい。
【０１３１】
　スケジュール生成部３０３５は、スケジュールの生成に際して、平日と休日を分けたス
ケジュール、月ごと、曜日ごとのスケジュールなど、時間的な範囲を限定した上でスケジ
ュールを生成してもよい。
【０１３２】
　スケジュール生成部３０３５は、スケジュールの生成に際して、ユーザの同行者数を加
味して、スケジュールを生成してもよい。例えば、同行者数２名のスケジュール、同行者
数３名以上のスケジュールなどを生成してもよい。また、生成されたスケジュールに対し
て、同行者の数とその割合を併せて表示してもよい。
【０１３３】
　スケジュールの生成においては、上記のように、スポットの種類間又はスポット間の変
化の関係を用いたものに限られるわけではなく、既知のスケジュール生成アルゴリズムを
用いて、第１クラスタに属するスポットの種類の訪問スケジュールを生成してもよい。
【０１３４】
　表示部３０３６は、スケジュール生成部３０３５が生成したスケジュールについて、ク
ラスタに属するスポット又はスポットの種類のスケジュールを作成し、表示する。このと
き、表示部３０３６は、主たるスケジュールのみを表示してもよいし、主たるスケジュー
ルと従たるスケジュールを併せて表示してもよい。
【０１３５】
　表示部３０３６は、主たるスケジュールと従たるスケジュールを併せて表示する際に、
主たるスケジュールと従たるスケジュールの区別が識別可能なように、線種及び／又は色
を分けて表示し、及び／又は、主たるスケジュールを直線上に表示し、従たるスケジュー
ルを主たるスケジュールの直線上からずらして表示してもよい。さらに、円グラフ、棒グ
ラフなどのグラフを用いて表現してもよい。これにより、第１クラスタにおける主たるス
ケジュール・従たるスケジュールを含めて視覚的に一目で把握することが可能となる。
【０１３６】
　表示部３０３６は、スケジュールを表示するに際して、複数の表示方法を切り替え可能
に表示してもよい。例えば、スケジュールの生成方法は、既に述べたように、時間帯ごと
に最も多いスポットの種類を組み合わせる方法、スポットの種類の変化により、その変化
の最も多いものを組み合わせる方法などが考えられるが、これらを切り替え可能に表示さ
せてもよい。
【０１３７】
また、表示部３０３６は、時間的な範囲を限定したスケジュールを作成したとき、それを
並列的に表示してもよい。表示部３０３６は、例えば、平日のスケジュールと休日のスケ
ジュールを並列的に表示し、及び／又は、曜日ごとのスケジュールを並列的に表示しても
よい。
【０１３８】
　レコメンド部３０３７は、第１クラスタ及び／又は第２クラスタへのクラスタ分析をし
た上で、リコメンドを行う。例えば、レコメンド部３０３７は、スポットのオーナーがレ
コメンドを受けることを想定し、あるスポットに関連の強いクラスタを分析したときに、
当該スポットについて、ユーザが他にどのようなスポットに訪問しているか、どのような
種類の商品、役務を取り扱う店舗を訪問しているか、どのような種類の商品、役務を購入
しているかなどを分析する。これにより、当該スポットにおいて、取り扱う商品・役務な
どをレコメンドし、提携すべき店舗などをレコメンドしてもよい。
【０１３９】
　レコメンド部３０３７は、例えば、地域振興協会の担当者がレコメンドを受けることを
想定し、ある地域を対象に関連の強いクラスタを分析したときに、当該地域において、ユ
ーザがどのようなスポットを訪問しているか、どのような種類の商品、役務を取り扱う店
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舗を訪問しているか、他の地域ではどのようなスポットを訪問しているかなどを分析する
。これにより、当該スポットにおいて、当該地域にはないがユーザが利用する可能性が高
いスポットをレコメンドし、また、ユーザが購入する可能性が高い商品、役務などをレコ
メンドしてもよい。
【０１４０】
　レコメンド部３０３７は、例えば、ユーザがレコメンドを受けることを想定し、ユーザ
の属するクラスタから、当該クラスタに属する他のユーザがどのようなスポットを訪問し
ているか、どのような種類の商品、役務を取り扱う店舗を訪問しているかなどを分析する
。これにより、ユーザに対して、当該ユーザが訪問していない他のスポットをレコメンド
し、商品、役務をレコメンドしてもよい。
【０１４１】
　上記のようにクラスタ分析を介することで、レコメンド部３０３７は、スポット、店舗
、施設の種類、商品・役務の種類などをリコメンドしてもよい。
【０１４２】
（スケジュール生成の具体例）
　スケジュール生成部３０３５は、第１クラスタ生成部３０３２が生成した第１クラスタ
又は第２クラスタ生成部１０３３が生成した第２クラスタに対して、クラスタに属するス
ポットの種類がどのように変化したかそのスケジュールを生成する。例えば、スケジュー
ル生成部３０３５は、スポットの種類間の変化の関係を用いてスケジュール生成を行う。
【０１４３】
　図１１にスポットの種類間の変化の関係の具体例を示す。例えば、ある第１クラスタに
属するスポットの種類がＡ～Ｆの６種類だったと仮定する。このとき、スケジュール生成
部３０３５は、Ａ～Ｆの各ユーザの変化をスポットの種類間の変化の関係に入力する。例
えば、Ａというスポットの種類にいたユーザがＥというスポットの種類に移動していれば
、Ａ行Ｅ列のセルに１を加点する。また、Ａというスポットの種類にいたユーザがＡとい
うスポットの種類にそのままとどまっていれば、Ａ行Ａ列のセルに１を加点する。
【０１４４】
　スケジュール生成部３０３５がスポットの種類間の変化の関係を生成するときには、任
意に分割した時間（ある日時からある日時までの一定の時間）において、生成してもよい
。
【０１４５】
　図１１にスポットの種類間の変化の関係１０４３を示す。このマトリクスでは、Ａを起
点とした場合には、Ａに留まる継続が４、Ｂへの変化が１、Ｃへの変化が１、Ｄへの変化
が２、Ｅへの変化が４、Ｆへの変化が１０である。したがって、ＡからＦへの変化が最も
多数派であり、主たるスケジュールとして把握する。
【０１４６】
　上記と同様に、最も多数派の変化を把握していくと、Ａ→Ｆ、Ｂ→Ｆ、Ｃ→Ｄ、Ｄ→Ｅ
、Ｅ→Ａ、Ｆ→Ｂとなる。この変化をつなげていくと、Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ａ→Ｆ→Ｂとなる。
スケジュール生成部３０３５は、この変化を主たるスケジュールとして把握する。
【０１４７】
　次に、図１１のスポットの種類間の変化の関係１０４３において、主たるスケジュール
として把握されなかったものの、多数の変化があったものを従たるスケジュールとして把
握してもよい。例えば、閾値を１０として、主たるスケジュールと把握されなかったもの
の、１０以上の変化があったスケジュールを把握する。すると、Ｂ→Ｃ、Ｃ→Ｂが把握可
能である。したがって、スケジュール生成部３０３５は、主たるスケジュールの他、Ｂ→
Ｃ、Ｃ→Ｂを従たるスケジュールとして把握する。
【０１４８】
（スケジュール表示の具体例）
　表示部３０３６は、スケジュール生成部３０３５が生成したスケジュールについて、ク
ラスタに属するスポット又はスポットの種類間のスケジュールを表示する。



(20) JP 6989185 B1 2022.1.5

10

20

30

40

50

【０１４９】
　図１２は、表示部３０３６が表示するスケジュールの具体例である。図１２において、
主たるスケジュールが直線上に「自宅→会社→食事→自宅」と示され、従たるスケジュー
ルとして、「病院」、「ジム」、「映画」、などが表示されている。
【０１５０】
　また、表示部３０３６は、スケジュール生成部３０３５が生成したスケジュールと、ス
ケジュール生成部３０３５が付与した時間軸を合わせて表示してもよい。
【０１５１】
　例えば、図１２において、「自宅」は７：００までが多数派であれば、そこに時間軸を
合わせる。また、「会社」、「病院」の開始時刻が８：００が多数派であり、「会社」は
１８：００まで、「病院」は１０：００までが多数派であれば、時間軸をそれに合わせて
表示する。
【０１５２】
　図１３は、表示部３０３６が表示するスケジュールの具体例であり、棒グラフを用いた
例である。表示部３０３６は、棒グラフにより割合的に示すことで、主たるスケジュール
と従たるスケジュールを区別してスケジュールを表示してもよい。
【０１５３】
（処理の流れ）
　図１４は、本開示の変形例におけるクラスタ生成プログラムの処理の流れを示す。
【０１５４】
　ステップＳ３０３１において、ユーザ情報取得部１０３１は、ユーザの位置情報と時間
を取得する。そして、ユーザ情報取得部１０３１は、取得した情報を、ユーザ情報ＤＢ１
０２１に記憶する。
【０１５５】
　ステップＳ３０３２において、第１クラスタ生成部１０３２は、ユーザの位置情報、時
間情報と、スポットの情報を用いて、ユーザがどのスポットを訪問したか把握する。その
上で、第１クラスタ生成部１０３２は、スポットを訪問したユーザの情報を用いて、第１
クラスタを生成する。各第１クラスタには、ユーザが共通して訪問した共通のスポットの
種類が属する。
【０１５６】
　ステップＳ３０３５において、スケジュール生成部３０３５は、第１クラスタ生成部１
０３２において生成された第１クラスタ又は第２クラスタ生成部１０３３の第２クラスタ
において、クラスタに属するユーザのスポット又はスポットの種類間の変化の履歴から、
スケジュールを生成する。
【０１５７】
　ステップＳ３０３６において、表示部３０３６は、スケジュール生成部３０３５におい
て生成したスケジュールを表示する。
【０１５８】
　ステップＳ３０３７において、レコメンド部３０３７は、スポット、エリア、クラスタ
に属する店舗、ユーザに対して、取り扱う商品・役務の種類、他に訪問すべきスポット、
購入すべき商品・役務などをリコメンドする。
【０１５９】
（効果）
　スケジュール生成部３０３５及び表示部３０３６により、クラスタのスケジュールを作
成、表示することで、各クラスタがどのような行動パターンをとるか視覚的に把握するこ
とが可能となる。これにより、ユーザの行動パターンが分析可能である。
【０１６０】
　また、季節、平休日または曜日ごとの分析なども行うことで、ユーザの特徴に応じて、
特定の期間における行動の変容も分かりこれらをマーケティングにも活用することが可能
となる。



(21) JP 6989185 B1 2022.1.5

10

20

30

40

50

【０１６１】
　加えて、クラスタ分析をもとに、おすすめのスポット、おすすめの商品・役務などをレ
コメンドすることで、地域振興、消費の活性化に役立てることが可能となる。
【０１６２】
　以上で実施形態の説明を終了するが、上記実施形態は一例に過ぎない。そのため、サー
バ１０、２０、３０の具体的な構成、処理内容等は上記実施形態で説明したものに限られ
ない。
【０１６３】
　図１５は、サーバ１０の全体構成を示す図である。サーバ１０は、汎用のコンピュータ
である。サーバ１０は、例えば、据え置き型のＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ）、ラップトップＰＣ等により実現される。また、サーバ１０は、スマートフォン、又
はタブレット端末などの携行性を備えたコンピュータであってもよい。なお、サーバ２０
及び３０においても、全体構成はサーバ１０と同様である。
【０１６４】
　図１５に示すように、サーバ１０は、プロセッサ１１、メモリ１２、ストレージ１３、
通信ＩＦ１４、入出力ＩＦ１５とを備える。
【０１６５】
　プロセッサ１１は、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェア
であり、演算装置、レジスタ、周辺回路などにより構成される。メモリ１２は、プログラ
ム、および、プログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものであり、
例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の揮
発性のメモリにより実現される。ストレージ１３は、データを保存するための記憶装置で
あり、例えばフラッシュメモリ、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）により実現
される。通信ＩＦ１４は、サーバ１０が外部の装置と通信するため、信号を送受信するた
めのインタフェースである。入出力ＩＦ１５は、ユーザからの入力を受け付けるための入
力装置、および、ユーザに対し情報を提示するための出力装置とのインタフェースとして
機能する。
【０１６６】
　本開示に係るクラスタリング装置は、例えば、スタンドアロンで動作するコンピュータ
上に実現されることに留まらず、例えばサーバ型コンピュータとして動作させてもよい。
【０１６７】
　図１６は、クラスタリング装置のサーバ１０とユーザ端末４０とを接続された例を示す
。本開示に係るクラスタリング装置は、例えば、図１６に示すように、サーバ１０と、ユ
ーザ端末４０とをネットワークを介して接続させて動作させてもよい。このとき、サーバ
１０とユーザ端末４０との間で、機能を分散させてもよい。また、複数のサーバを用いて
機能を分散させてもよい。
【０１６８】
　また、本開示に係る情報解析装置は、上記装置によらず、例えば、コンピュータがプロ
グラムを実行することで、その機能を実現してもよい。情報解析装置の機能を実現するた
めのプログラムは、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Di
sc－Read Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＨＤＤ（Hard Disc Driv
e）等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されてもよいし、ネットワークを介
してコンピュータにダウンロードされてもよい。
【０１６９】
　以上、本開示の好ましい実施形態について説明したが、本開示は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、本開示には、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範
囲が含まれる。また、上記実施形態及び変形例で説明した装置の構成は、技術的な矛盾が
生じない限り、適宜組み合わせ可能である。
【符号の説明】
【０１７０】



(22) JP 6989185 B1 2022.1.5

10

１０，２０，３０…サーバ、１１…プロセッサ、１２…メモリ、１３…ストレージ、１４
…通信ＩＦ、１５…入出力ＩＦ、４０…ユーザ端末、１０１…通信部、１０２，２０２…
記憶部、１０３，２０３，３０３…制御部、１０３１…ユーザ情報取得部、１０３２，２
０３２，３０３２…第１クラスタ生成部、１０３３，２０３３，３０３３…第２クラスタ
生成部，２０３４…同行者判定部、３０３５…スケジュール生成部、３０３６…表示部、
３０３７…レコメンド部、１０４１，１０４２…クラスタの具体例、１０４３…スポット
の種類間の変化の関係の具体例

 
【要約】　　　（修正有）
【課題】広い地域を対象としたユーザの訪問履歴に基づくクラスタリングにおいて、地域
性の影響を軽減してユーザの行動パターンの分析を行うことが可能なクラスタ生成プログ
ラム、クラスタ生成方法及びクラスタ生成装置を提供する。
【解決手段】サーバ１０は、複数のユーザの位置情報と時間情報を取得するユーザ情報取
得部１０３１と、ユーザの位置情報を用いて、ユーザが訪問したスポットの種類を検出し
、訪問したスポットの種類の共通性に基づいてユーザの分類である第１のクラスタを生成
する第１クラスタ生成部１０３２と、を備える。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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